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研究要旨 

今年度、本分担研究では、海外文献から、北米（アメリカ・カナダ）・ヨーロッパお

よび東アジア（韓国・中国・台湾・シンガポール）の0-6歳の一般集団の出生後の成長

曲線について、成長曲線の作成および使用についての動向の概要、諸外国での成長曲線

の選択と使用方法、の２点についてまとめた。 

WHO growth standards(2006)を除いて、全ての刊行されている成長曲線は、ある集団

の「一般人口」の分布を示したgrowth referenceであった。また、「一般人口」の定義

は成長曲線により異なったが、早産児や低出生体重児、成長に影響を及ぼす疾患に罹患

している児は除外基準において一般集団から省かれることが多かった。縦断的な研究デ

ザインは、縦断的ナショナルレジストリが確立している一部の国でしか行なえておら

ず、多くの国は、国の代表性を担保できる集団を用いての横断研究デザインを用いてい

た。統計学的手法としては、日本での成長曲線作成に用いられているLMS法にsmoothing

方法を改良したものや、GAMLSS方法の採用が見られた。 

WHO standardが2006年に作成されてからは、WHO standardと自国作成の成長曲線のハ

イブリッドを採用している国が増えている。一方で、日本の乳幼児の身体発育の現状は

WHO standardと乖離しているため、こちらの成長曲線を採用すると低身長・やせ・肥満

の児の割合が大幅に変わってしまうことが報告されている。また、個人的な成長を追跡

するには、WHO standardよりも自国のもののほうがよいのではないかという専門家の意

見もあり、また慎重な検討が必要であると思われる。 

Ａ．研究目的

乳幼児身体発育調査は昭和 35年から 10

年毎に国が実施し、乳幼児の身長、体重、

頭囲、胸囲等の測定を行ってきた。結果

は、母子手帳に掲載される乳幼児身体発育

曲線として活用され、乳幼児健診結果に基

づいた評価及び保健指導・栄養指導に用い

られており、乳幼児健康診査における評価

の疫学的根拠ともなる。次回の調査は

2020年に予定されており、本研究班は調

査実施のための課題や手法を検討し、同調

査の検討会及び実施に当たっての基礎資料

を作成することを目的とする。 

平成 30 年度の本分担研究の目的は、諸外

国の身体発育に関する調査（身体発育曲線

の作成含む）及び評価手法のレビュー調査
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を行い、発育曲線を作成するための最新の

統計手法についても整理することである。 

 

Ｂ．方法 

海外文献から、北米（アメリカ・カナダ）・

ヨーロッパおよび東アジア（韓国・中国・台

湾・シンガポール）の 0-6 歳の一般集団の

出生後の成長曲線に関する情報を収集した。 

まず、Pubmed を用いて、平成 28 年 8 月

1 日現在、過去５年間に刊行されている論

文において、 (growth AND chart* AND 

method* AND (infant OR child*)) OR 

(growth AND reference* AND method* 

AND (infant OR child*))で title & abstract 

のスクリーニングを行った。 

得られた 3975 件のうち、review 文献で

ある 407 件を対象に、対象国の 0-6 歳の小

児（一般集団）の出生後の成長に関する成長

曲線の作成あるいは使用について論じてい

る論文を抽出した。また、これらの論文の参

考文献から、過去 5 年以前に作成された成

長曲線の作成に関する文献も収集した。 

 

これらの文献を元に、 

１）成長曲線の作成方法についての動向 

２）成長曲線の選択と使用方法 

をまとめた。 

 

（倫理面への配慮） 

既に出版されている情報および、集計結果

のみを参照し、個人情報の取り扱いは行っ

ていない。 

Ｃ．結果 

１）成長曲線の作成方法についての動向 

得られた成長曲線を表１に添付する。 

 

a) Growth chart の種類について 

まず、growth chart (成長曲線)とは下記

の２つに分類されることが多くの文献で述

べられていた。 (Ziegler: Growth Charts 

compared) 
 

＊Growth reference:  

別名 descriptive growth chart。ある集団

の「一般人口」の分布を示す。「一般人口」

の定義は成長曲線により異なりうり、慢性

疾患（特に身体的成長に影響を及ぼす病気）

に罹患している、あるいは服薬中（特に成長

に影響を及ぼす薬）の児を省かれることが

多い。また、早産児や低出生体重児は省かれ

ることもあれば、省かれないこともある。ま

た、多人種の国では、少数民族を含まないこ

ともある。Euro-Growth Chart および、現

存する国別成長曲線は全てこちらに該当す

る。 

 

※Growth standard: 

ある集団の“あるべき成長”を示す。現存

する growth standard は、WHO growth 

standards のみである。“健康面、経済面、

環境面で成長を阻害する因子がない”アジ

アを含む複数国での小児を計測し、全世界

の小児に当てはめることを想定した作成さ

れた。 

14



WHO standards が 2006年に刊行されて

から、多くの国で、こちらを使用するかどう

かの検討がされた。（早産児の出生後成長に

ついては、WHO preterm postnatal growth 

standards (WHO の INTERGROWTH（胎

児成長曲線）のコホートから作成された早

産児の成長曲線)の出版後複数の成長曲線

が論文にて出版されているが、いずれにお

いても、コンセンサスはなく、今後充分な検

討が必要だと議論されている。） 

 

b) Growth chart の作成方法について 

2010 年以降出版の成長曲線 5 編につい

て検討した。 

 

・ 0 歳から青年後期（18-20 歳）までの 1.3

万～14 万人を対象とした研究となって

いる。 

・ 韓国以外の研究では国籍あるいは疾病

により除外基準を設けている。 

・ 7.4万人の縦断研究であるフィンランド

を除いて、全て横断研究であった。 

・ 統計解析方法としては、Least Mean 

Square (LMS 法)および Generalised 

Additive Models for Location Scale 

and Shape (GAMLSS 法)が用いられて

いる。 

 

２）成長曲線の選択と使用方法 

得られた各諸国での成長曲線の選択と使

用方法を表２にまとめる。 

全ての国が、自国で作成された成長曲線、

アメリカ CDC が作成した成長曲線、WHO 

standard のいずれかを使用していた、ある

いは使用を推奨していた。 

特に、WHO standard が作成されたから

は、WHO standard と自国作成の成長曲線

とを比較し、ある年齢層では WHO 

standard を採用し、それ以外では自国作成

の成長曲線を用いる、というハイブリッド

を採用している国が増えている（イギリス・

アメリカ・韓国・台湾）。 

 

Ｄ．考察 

 今回、文献検索を通して、北米（アメリ

カ・カナダ）・ヨーロッパおよび東アジア（韓

国・中国・台湾・シンガポール）の 0-6 歳の

一般集団の出生後の成長曲線に関する情報

を、成長曲線の作成および使用についての

世の中の動向、および諸外国での成長曲線

の選択と使用方法の２点について調べた。 

WHO が 作 成 し た WHO growth 

standards を除いて、全ての刊行されてい

る成長曲線は、ある集団の「一般人口」の分

布を示したもので、「最適な成長」を示すも

のではない。また、「一般人口」の定義は成

長曲線により異なったが、早産児や低出生

体重児、成長に影響を及ぼす疾患に罹患し

ている児が省かれることが多かった。 

その有用性が示されていながらも、縦断

的な研究デザインは、国民の追跡やデータ

抽出が比較的容易であるナショナルレジス

トリが確立している一部の国でしか行なえ

ておらず、多くの国は国を代表する集団を
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選定する、横断研究デザインを用いていた。  

統計学的手法としては、日本での成長曲

線作成に用いられている LMS 法に

smoothing 方 法 を 改 良 し た も の や 、

GAMLSS 方法の採用が見られた。 

 

各国での成長曲線の使用方法であるが、

WHO standard が 2006 年に作成されてか

らは、WHO standard と自国作成の成長曲

線のハイブリッドを採用している国が増え

ている。一方で、日本の乳幼児の身体発育の

現状は WHO standard と乖離しているた

め、こちらの成長曲線を採用すると低身長・

やせ・肥満の児の割合が大幅に変わってし

まうことが報告されている 1）。また、個人

的な成長を追跡するには、WHO standard

よりも自国のもののほうがよいのではない

かという専門家の意見もあり、また慎重な

検討が必要であると思われる 2）。 

 

Ｅ．結論 

 本研究では、主要な諸外国での最新の成

長曲線の作成方法について、また近年それ

らがどのように使用されているのかについ

てまとめた。これらの結果は、2020 年に行

なわれる乳幼児発育調査をどのように設計

し、その情報をどのように利活用するかに

ついて検討する基礎資料となると思われる。 

 

Ｆ．健康危機情報 

該当なし 

 

Ｇ．研究発表 

論文発表 

なし 
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なし 
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表
２

. 
北
米
（
ア
メ
リ
カ
・
カ
ナ
ダ
）
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
東
ア
ジ
ア
（
韓
国
・
台
湾

・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
）
の
小
児
科
に
よ
る
成
長
曲
線
の
使
用
状
況
（
ア
ン
ケ
ー
ト
）
、
あ
る
い
は
公
式

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

 

国
文

献
番

号
）
 

小
児

科
に
よ
る
成

長
曲

線
の
使

用
状

況
（
ア
ン
ケ
ー
ト
）
、
あ
る
い
は

公
式

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

 

ベ
ル
ギ
ー

3)
 

自
国
の
も
の
（F

le
m

is
h 

G
ro

w
th

 C
ha

rts
）
が
最
も
頻
繁
に
使
わ
れ
、

W
H

O
 st

an
da

rd
の
使
用

率
は

20
%

 (2
位

) 

フ
ラ
ン
ス

3）
 

自
国
の
も
の
（S

em
pé
）
が

最
も
頻
繁
に
使
わ
れ
、

W
H

O
 st

an
da

rd
の
使
用
率
は

19
%

 (2
位

) 

ド
イ
ツ

3）
 

自
国
の
も
の
（H

es
se
）
が
最
も
頻
繁
に
使
わ
れ
、

W
H

O
 st

an
da

rd
の
使
用
率
は

25
%

 (2
位

) 

ハ
ン
ガ
リ
ー

3）
 

自
国
の
も
の
（

Jo
ub

er
t）
が

最
も
頻
繁
に
使
わ
れ
、

W
H

O
 st

an
da

rd
の
使
用
率
は

47
%

 (2
位

) 

イ
ス
ラ
エ
ル

3）
 

ア
メ
リ
カ
の
も
の
（

C
D

C
-N

C
H

S）
が
最
も
頻
繁
に
使
わ
れ
、

W
H

O
 st

an
da

rd
の
使
用
率
は

48
%

 (2
位

) 

イ
タ
リ
ア

3）
 

ア
メ
リ
カ
の
も
の
（

C
D

C
-N

C
H

S,
 T

an
ne

r）
が
最
も
頻
繁
に
使
わ
れ
、

W
H

O
 st

an
da

rd
の
使
用

率
は

51
%

 (3
位

) 

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

3）
 

自
国
の
も
の
（L

ux
em

bu
rg

is
h 

G
ro

w
th

 c
ha

rts
）
あ
る
い
は
ス
イ
ス
の
も
の

 (
Pr

ad
er

) 
が
最
も
頻
繁
に
使
わ
れ
、

W
H

O
 st

an
da

rd
の
使
用
率
は

17
%

 (3
位

) 

ポ
ル
ト
ガ
ル

3）
 

W
H

O
 g

ro
w

th
 st

an
da

rd
sが

50
%
に
使
わ
れ
る

 

ス
ロ
ベ
ニ
ア

3）
 

ア
メ
リ
カ
の
も
の
（

C
D

C
-N

C
H

S）
が
最
も
頻
繁
に
使
わ
れ
、

W
H

O
 st

an
da

rd
の
使
用
率
は

20
%

 (3
位

) 

ス
ペ
イ
ン

3）
 

自
国
の
も
の
（H

er
ná

nd
ez

-F
un

da
ci

ón
 F

au
st

in
o 

O
rb

eg
oz

o）
が
最
も
頻
繁
に
使
わ
れ
、

W
H

O
 st

an
da

rd
の
使
用
率
は

39
%

 (2
位

) 

ス
イ
ス

3）
 

自
国
の
も
の
（P

ra
de

r）
が
最
も
頻
繁
に
使
わ
れ
、

W
H

O
 st

an
da

rd
の
使
用
率
は

30
%

 (2
位

) 

カ
ナ
ダ

4）
 

W
H

O
 st

an
da

rd
の
使
用
率
は

49
%

(乳
児

)-6
8%

(幼
児
・学

童
)(1

位
)。

W
H

O
を
使
わ
な
い
場
合
は
ア
メ
リ
カ
の
も
の
（C

D
C

-N
C

H
S）

が
使
わ
れ
る

 

イ
ギ
リ
ス

5）
 

出
生
体
重
曲
線
は
自
国
作
成
、
生
後

2
週
間

-4
8
ヶ
月
は

W
H

O
 g

ro
w

th
 st

an
da

rd
s、

5-
18

歳
は
自
国
の
も
の
（

U
K

 n
at

io
na

l r
ef

er
en

ce
）

(2
01

2)
 

ア
メ
リ
カ

 
出
生
体
重
曲
線
は
自
国
作

成
、

0-
23

ヶ
月
は

W
H

O
 g

ro
w

th
 st

an
da

rd
s、

2-
20

歳
は
自
国
の
も
の
（

C
D

C
-N

C
H

S）
 

(2
01

3)
 

韓
国

6）
 

出
生
体
重
曲
線
は
自
国
作
成
、

0-
35

ヶ
月
ま
で
は

W
H

O
 g

ro
w

th
 st

an
da

rd
s、

3-
18

歳
は
自
国
の
も
の
（

K
N

G
C

20
17
）(

20
18

) 

台
湾

7）
 

出
生
体
重
曲
線
は
自
国
作
成
、

0-
60

ヶ
月
ま
で
は

W
H

O
 g

ro
w

th
 st

an
da

rd
s、

5-
18

歳
は
自
国
の
も
の
（

D
O

H
, M

in
is

try
 o

f E
du

ca
tio

n）
(2

00
9)

 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

 
自
国
作
成
（

A
nt

hr
op

om
et

ric
 g

ro
w

th
 c

ha
rts

 fo
r S

in
ga

po
re

 p
re

sc
ho

ol
 c

hi
ld

re
n 

20
00

. S
in

ga
po

re
 H

ea
lth

 B
oo

kl
et

, r
ev

is
ed

 e
di

tio
n 

A
pr

il 
20

03
） 
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